
第４章「推進体制等の整備」について

子供・若者施策の共通の基盤となる取組

※若者からの意見聴取の取組については、現在、若者部会にて議論いただいているところですので、第3回若年支援部会にて若者部

会より報告をいただきたいと考えております。
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※また、このパートでは、子供・若者からの意見聴取等の取組とともに、子供・若者の視点に立ったデータを収集の上、施策を策定し、

実施し、評価する必要性を記述する予定です。

※子供・若者の視点に立ったデータを収集の上、施策を策定し、実施し、評価する必要性については、関係局と調整の上、第4回若

年支援部会（10月中旬予定）にて御審議いただきたいと考えております。

※「子供・若者施策の共通の基盤となる取組」は、第4章の最後に位置付ける予定です。

（「１ 都における計画の推進体制」、「２ 区市町村の役割」、「３ 関係機関との連携の強化、人材の養成」の後）
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※「こども未来アクション2024」（P56）



第４章「推進体制等の整備」について

関係機関との連携の強化、人材の養成

【既存の協議会、ネットワーク等との連携】

【人材の養成】

名称等 概要

要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第25条の２）
要保護児童等の早期発見や適切な保護を図ることを目的とし、児童相談所や学校、保健所などの関係機関が、必要
な情報交換や支援内容の協議などを行うネットワーク

生活困窮者自立支援制度の支援調整会議等の地域ネットワーク 支援調整会議など、生活困窮者を早期に発見し包括的な支援を行うための地域ネットワーク

地域若者サポートステーション事業のネットワーク ニート状態にある若者等の職業的自立支援を目的とした地域の若者支援機関等からなるネットワーク

児童生徒の不登校・いじめ等に対応するためのネットワーク
不登校やいじめ等児童生徒の問題行動等への対応を目的とした、教育委員会、学校、教育支援センター（適応指導
教室）等の関係機関によるサポートのためのネットワーク

特別支援教育を総合的に支援するためのネットワーク
発達障害を含む障害のある幼児・児童・生徒に対し、学校における特別支援教育を総合的に推進するための、教育、
医療、保健、福祉、雇用等の関係機関等によるネットワーク

ひきこもり地域支援センターのネットワーク
ひきこもり地域支援センターは、ひきこもりについて専門的見地から相談機能を担うものであり、相談内容に応じた適切な
支援をするために医療・保健・福祉・教育・労働等の関係機関が情報交換等を行うネットワーク

少年非行対策ネットワーク 少年非行の防止や立ち直りを支援するためのネットワーク

〇 社会的自立に向けて困難を有する子供・若者への支援を実施するに当たっては、多様な関係機関が連携していくことが必要。子供・若者育成支援のネットワークを新た

に構築する場合や拡充する場合には、区市町村の実情に応じて、既に地域において様々な支援を行っている既存の協議会やネットワーク等と連携していくことが重要。

〇 必ずしも新たな仕組みを立ち上げなくても、既存の仕組みの中で活用可能なものを子供・若者支援地域協議会として機能させていくことも考えられる。

既存の協議会及びネットワークには、例えば以下のようなものが挙げられる。

※以下、今回の案文として追記しています。

「区市町村における若者支援施策の取組状況が様々であることや、東京都や区市町村、子供若者を支援する民間団体間において組織や分野での壁を越えて広域的に

連携していくための基盤整備も重要。例えば、関係機関同士で相談できたり、有用な情報を即時に伝達し合えたりするなど、関係機関同士の連携を一層強化する仕組

みの構築等が考えられる。」

〇 子供・若者の育成支援は、社会のあらゆる分野における全ての構成員がそれぞれの役割を果たすとともに、相互に協力しながら一体的に取り組むことが必要。

〇 都及び区市町村は、子供・若者の育成の課題を具体的に共有し、それぞれの協議会の円滑な運営を図るため、関係部局や関係機関等と連携しながら、

研修等を通じて人材の養成や資質の向上に努めていく。
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 氏  名  所  属  等 

井  利 由  利 

小 西 暁 和 

新  保  幸  男 

杉 浦 ひとみ 

土 井 隆 義 

堀    有 喜 衣 

公益社団法人青少年健康センター茗荷谷クラブ 

早稲田大学法学学術院教授 

神奈川県立保健福祉大学教授 

弁護士、東京アドヴォカシー法律事務所 

筑波大学教授 

独立行政法人労働政策研究・研修機構 統括研究員 

 
 
【事務局】   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 氏  名  所  属  等 

竹  迫 宜  哉 

村 上   章 

山 本   理 

栃 折 晃 平 

生活文化スポーツ局生活安全担当局長 

生活文化スポーツ局若年支援担当部長 

生活文化スポーツ局都民安全推進部若年支援課長 

政策企画局計画調整部計画調整担当課長 
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